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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件）

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。

（１） 株主数 （１） 株主数

株主数が、上場の時までに、２００人以上

となる見込みのあること。

株主数が、上場の時までに、３００人以上

となる見込みのあること。

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）

（内国会社の形式要件（スタンダード）） （内国会社の形式要件（スタンダード））

第２１６条の３ 内国株券に係る第２１６条の５

に定める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。

第２１６条の３ 内国株券に係る第２１６条の５

に定める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。

（１） 株券等の分布状況 （１） 株券等の分布状況

次のａ及びｂに適合すること。 次のａ及びｂに適合すること。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 株主数が、上場の時までに、２００人以

上となる見込みのあること。

ｂ 株主数が、上場の時までに、３００人以

上となる見込みのあること。

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

（外国会社の形式要件（スタンダード）） （外国会社の形式要件（スタンダード））

第２１６条の４ 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

するものとする。

第２１６条の４ 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

するものとする。

（１） 株券等の分布状況 （１） 株券等の分布状況

次のａ及びｂに適合すること。 次のａ及びｂに適合すること。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 本邦内における株主数が、上場の時まで

に２００人以上となる見込みのあること。

ｂ 本邦内における株主数が、上場の時まで

に３００人以上となる見込みのあること。
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（２） （略） （２） （略）

（指定替え基準） （指定替え基準）

第３１１条 市場第一部銘柄の内国株券（発行者

が同一である議決権付株式と無議決権株式のい

ずれもが上場している場合における当該無議決

権株式を除く。）又は外国株券等（重複上場の

場合を除く。）が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、市場第二部銘柄へ指定替えを行う。

この場合における当該各号の取扱い及び指定替

えの時期は施行規則で定める。

第３１１条 市場第一部銘柄の内国株券（発行者

が同一である議決権付株式と無議決権株式のい

ずれもが上場している場合における当該無議決

権株式を除く。）又は外国株券等（重複上場の

場合を除く。）が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、市場第二部銘柄へ指定替えを行う。

この場合における当該各号の取扱い及び指定替

えの時期は施行規則で定める。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 債務超過 （５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日において債

務超過の状態となった場合。ただし、当該上

場会社が法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産業競争力強化法（平成２５年

法律第９８号。以下「産競法」という。）第

２条第１６項に規定する特定認証紛争解決手

続に基づく事業再生（当該手続が実施された

場合における産競法第５２条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）又は私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイドライン」

に基づく整理を行うことにより、１年以内に

債務超過の状態でなくなることを計画してい

る場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、当該１年以内に債務超過の状態

でなくならなかったとき。

上場会社がその事業年度の末日において債

務超過の状態となった場合。ただし、当該上

場会社が法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産業活力の再生及び産業活動の

革新に関する特別措置法（平成１１年法律第

１３１号。以下「産活法」という。）第２条

第２５項に規定する特定認証紛争解決手続に

基づく事業再生（当該手続が実施された場合

における産活法第４９条に規定する特例の適

用を受ける特定調停手続による場合も含む。）

又は私的整理に関するガイドライン研究会に

よる「私的整理に関するガイドライン」に基

づく整理を行うことにより、１年以内に債務

超過の状態でなくなることを計画している場

合（当取引所が適当と認める場合に限る。）

には、当該１年以内に債務超過の状態でなく

ならなかったとき。

２・３ （略） ２・３ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各
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号の取扱いは施行規則で定める。 号の取扱いは施行規則で定める。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 債務超過 （５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、１年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。ただし、

当該上場会社が法律の規定に基づく再生手続

若しくは更生手続、産競法第２条第１６項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合における産

競法第５２条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私的

整理に関するガイドライン研究会による「私

的整理に関するガイドライン」に基づく整理

を行うことにより、当該１年を経過した日か

ら起算して１年以内に債務超過の状態でなく

なることを計画している場合（当取引所が適

当と認める場合に限る。）には、２年以内に

債務超過の状態でなくならなかったとき。

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、１年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。ただし、

当該上場会社が法律の規定に基づく再生手続

若しくは更生手続、産活法第２条第２５項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合における産

活法第４９条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私的

整理に関するガイドライン研究会による「私

的整理に関するガイドライン」に基づく整理

を行うことにより、当該１年を経過した日か

ら起算して１年以内に債務超過の状態でなく

なることを計画している場合（当取引所が適

当と認める場合に限る。）には、２年以内に

債務超過の状態でなくならなかったとき。

（６）～（２０） （略） （６）～（２０） （略）

２ （略） ２ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準）

第６０３条 マザーズの上場内国株券が次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止するものとする。この場合における当該各号

の取扱いは施行規則で定める。

第６０３条 マザーズの上場内国株券が次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止するものとする。この場合における当該各号

の取扱いは施行規則で定める。

（１）・（２）  （略） （１）・（２）  （略）

（３） 債務超過 （３） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に、債務超

過の状態である場合（上場後３年間において

債務超過の状態となった場合を除く。）にお

いて、１年以内に債務超過の状態でなくなら

なかったとき。ただし、当該上場会社が法律

の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、

産競法第２条第１６項に規定する特定認証紛

上場会社がその事業年度の末日に、債務超

過の状態である場合（上場後３年間において

債務超過の状態となった場合を除く。）にお

いて、１年以内に債務超過の状態でなくなら

なかったとき。ただし、当該上場会社が法律

の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、

産活法第２条第２５項に規定する特定認証紛
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争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実

施された場合における産競法第５２条に規定

する特例の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。）又は私的整理に関するガイド

ライン研究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行うことにより、

当該１年を経過した日から起算して１年以内

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、２年以内に債務超過の状態でな

くならなかったとき。

争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実

施された場合における産活法第４９条に規定

する特例の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。）又は私的整理に関するガイド

ライン研究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行うことにより、

当該１年を経過した日から起算して１年以内

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、２年以内に債務超過の状態でな

くならなかったとき。

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

２ （略） ２ （略）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券）

第７０７条 （略） 第７０７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第３１１条第１項の規定の適用につい

ては、同項第５号を次のとおりとする。

（５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日において債

務超過の状態となった場合（当該上場会社が、

地域経済活性化支援機構による再生支援決定

に基づく事業の再生を行うことにより、その

事業年度の末日から１年以内（当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生支援決定を

公表した日から５年以内に開始する事業年度

（当該再生支援決定を公表した日から５年が

経過する前に、地域経済活性化支援機構によ

る当該再生支援決定に係る全ての業務の完了

日が到来するときは、当該完了日の属する事

業年度とする。以下この号において同じ。）

の末日以前に終了するときに限る。）に債務

超過の状態でなくなることを計画している場

３ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第３１１条第１項の規定の適用につい

ては、同項第５号を次のとおりとする。

（５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日において債

務超過の状態となった場合（当該上場会社が、

地域経済活性化支援機構による再生支援決定

に基づく事業の再生を行うことにより、その

事業年度の末日から１年以内（当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生支援決定を

公表した日から５年以内に開始する事業年度

（当該再生支援決定を公表した日から５年が

経過する前に、地域経済活性化支援機構によ

る当該再生支援決定に係る全ての業務の完了

日が到来するときは、当該完了日の属する事

業年度とする。以下この号において同じ。）

の末日以前に終了するときに限る。）に債務

超過の状態でなくなることを計画している場
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合（当取引所が適当と認める場合に限る。）

にあっては、債務超過の状態となった場合で

あって、かつ、地域経済活性化支援機構によ

る当該上場会社の債務に係る買取決定等が行

われないことが確認できたとき。）。ただし、

当該上場会社が次のａからｄまでのいずれか

に掲げる事項を行うことにより、１年以内（ｄ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当該期

間が地域経済活性化支援機構による再生支援

決定を公表した日から５年以内に開始する事

業年度の末日以前に終了するときに限る。）

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、当該１年以内に債務超過の状態

でなくならなかったとき。

ａ （略）

ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第５２

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）

合（当取引所が適当と認める場合に限る。）

にあっては、債務超過の状態となった場合で

あって、かつ、地域経済活性化支援機構によ

る当該上場会社の債務に係る買取決定等が行

われないことが確認できたとき。）。ただし、

当該上場会社が次のａからｄまでのいずれか

に掲げる事項を行うことにより、１年以内（ｄ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当該期

間が地域経済活性化支援機構による再生支援

決定を公表した日から５年以内に開始する事

業年度の末日以前に終了するときに限る。）

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、当該１年以内に債務超過の状態

でなくならなかったとき。

ａ （略）

ｂ 産活法第２条第２５項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産活法第４９

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）

４ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第６０１条第１項の規定の適用につい

ては、同項第５号を次のとおりとする。

（５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、１年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき（当該上

場会社が、地域経済活性化支援機構による再

生支援決定に基づく事業の再生を行うことに

より、当該１年を経過した日から１年以内（当

該期間が地域経済活性化支援機構による再生

支援決定を公表した日から５年以内に開始す

る事業年度（当該再生支援決定を公表した日

から５年が経過する前に、地域経済活性化支

４ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第６０１条第１項の規定の適用につい

ては、同項第５号を次のとおりとする。

（５） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、１年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき（当該上

場会社が、地域経済活性化支援機構による再

生支援決定に基づく事業の再生を行うことに

より、当該１年を経過した日から１年以内（当

該期間が地域経済活性化支援機構による再生

支援決定を公表した日から５年以内に開始す

る事業年度（当該再生支援決定を公表した日

から５年が経過する前に、地域経済活性化支
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援機構による当該再生支援決定に係る全ての

業務の完了日が到来するときは、当該完了日

の属する事業年度とする。以下この号におい

て同じ。）の末日以前に終了するときに限る。）

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）にあっては、１年以内に債務超過の状

態でなくならなかった場合であって、かつ、

地域経済活性化支援機構による当該上場会社

の債務に係る買取決定等が行われないことが

確認できたとき。）。ただし、当該上場会社

が次のａからｄまでのいずれかに掲げる事項

を行うことにより、当該１年を経過した日か

ら１年以内（ｄに掲げる事項を行う場合にあ

っては、当該期間が地域経済活性化支援機構

による再生支援決定を公表した日から５年以

内に開始する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）に債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（当取引所が適当と

認める場合に限る。）には、２年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。

ａ （略）

ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第５２

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）

援機構による当該再生支援決定に係る全ての

業務の完了日が到来するときは、当該完了日

の属する事業年度とする。以下この号におい

て同じ。）の末日以前に終了するときに限る。）

に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）にあっては、１年以内に債務超過の状

態でなくならなかった場合であって、かつ、

地域経済活性化支援機構による当該上場会社

の債務に係る買取決定等が行われないことが

確認できたとき。）。ただし、当該上場会社

が次のａからｄまでのいずれかに掲げる事項

を行うことにより、当該１年を経過した日か

ら１年以内（ｄに掲げる事項を行う場合にあ

っては、当該期間が地域経済活性化支援機構

による再生支援決定を公表した日から５年以

内に開始する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）に債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（当取引所が適当と

認める場合に限る。）には、２年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。

ａ （略）

ｂ 産活法第２条第２５項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産活法第４９

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）

５ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第６０３条第１項の規定の適用につい

ては、同項第３号を次のとおりとする。

（３） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合（上場後３年間において債

務超過の状態となった場合を除く。）におい

て、１年以内に債務超過の状態でなくならな

５ 被支援会社である上場会社が発行する株券に

ついての第６０３条第１項の規定の適用につい

ては、同項第３号を次のとおりとする。

（３） 債務超過

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合（上場後３年間において債

務超過の状態となった場合を除く。）におい

て、１年以内に債務超過の状態でなくならな
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かったとき（当該上場会社が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定に基づく事業の

再生を行うことにより、当該１年を経過した

日から１年以内（当該期間が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度（当該再生支

援決定を公表した日から５年が経過する前

に、地域経済活性化支援機構による当該再生

支援決定に係る全ての業務の完了日が到来す

るときは、当該完了日の属する事業年度とす

る。以下この号において同じ。）の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の状態

でなくなることを計画している場合（当取引

所が適当と認める場合に限る。）にあっては、

１年以内に債務超過の状態でなくならなかっ

た場合であって、かつ、地域経済活性化支援

機構による当該上場会社の債務に係る買取決

定等が行われないことが確認できたとき。）。

ただし、当該上場会社が次のａからｄまでの

いずれかを行うことにより、当該１年を経過

した日から１年以内（ｄに掲げる事項を行う

場合にあっては、当該期間が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度の末日以前に

終了するときに限る。）に債務超過の状態で

なくなることを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。）には、２年以

内に債務超過の状態でなくならなかったと

き。

ａ （略）

ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第５２

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）

かったとき（当該上場会社が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定に基づく事業の

再生を行うことにより、当該１年を経過した

日から１年以内（当該期間が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度（当該再生支

援決定を公表した日から５年が経過する前

に、地域経済活性化支援機構による当該再生

支援決定に係る全ての業務の完了日が到来す

るときは、当該完了日の属する事業年度とす

る。以下この号において同じ。）の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の状態

でなくなることを計画している場合（当取引

所が適当と認める場合に限る。）にあっては、

１年以内に債務超過の状態でなくならなかっ

た場合であって、かつ、地域経済活性化支援

機構による当該上場会社の債務に係る買取決

定等が行われないことが確認できたとき。）。

ただし、当該上場会社が次のａからｄまでの

いずれかを行うことにより、当該１年を経過

した日から１年以内（ｄに掲げる事項を行う

場合にあっては、当該期間が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度の末日以前に

終了するときに限る。）に債務超過の状態で

なくなることを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。）には、２年以

内に債務超過の状態でなくならなかったと

き。

ａ （略）

ｂ 産活法第２条第２５項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産活法第４９

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）

ｃ・ｄ （略）
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６ （略） ６ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年３月３１日から施

行する。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社 ａ 内国会社

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略）

（ｆ） 規程第２０８条第１号又は第３号

の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同条第１号に定める存続会社の親会

社若しくは同条第３号に定める当該他の

会社の親会社である場合又は同号に規定

する上場会社を完全子会社とする場合

（新規上場申請者が外国会社である場合

に限る。）であって、かつ、同条第１号

又は同条第３号に規定する上場会社が規

程第６０１条第１項第９号ｂに規定する

実質的な存続会社でないと見込まれる場

合には、同号ｂに規定する期間における

企業の継続性及び収益性に関する見込み

並びに当該期間内に同号ｂに規定する当

取引所が定める基準に適合するよう努め

る旨について記載した書面（当該新規上

場申請者が、同号ｂに規定する当取引所

が定める基準に適合する見込みがある場

合を除く。）

（ｆ） 規程第２０８条第１号又は第３号

の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同条第１号に定める存続会社の親会

社又は同条第３号に定める当該他の会社

の親会社であり、かつ、同条第１号又は

同条第３号に規定する上場会社が規程第

６０１条第１項第９号ｂに規定する実質

的な存続会社でないと見込まれる場合に

は、同号ｂに規定する期間における企業

の継続性及び収益性に関する見込み並び

に当該期間内に同号ｂに規定する当取引

所が定める基準に適合するよう努める旨

について記載した書面（当該新規上場申

請者が、同号ｂに規定する当取引所が定

める基準に適合する見込みがある場合を

除く。）

ｂ （略） ｂ （略）

（２） （略） （２） （略）
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（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社 ａ 内国会社

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略）

（ｆ） 規程第２１５条第１号又は第３号

の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同条第１号に定める存続会社の親会

社若しくは同条第３号に定める当該他の

会社の親会社である場合又は同号に規定

する上場会社を完全子会社とする場合

（新規上場申請者が外国会社である場合

に限る。）であって、かつ、同条第１号

又は同条第３号に規定する上場会社が規

程第６０３条第１項第６号の規定による

規程第６０１条第１項第９号ｂに規定す

る実質的な存続会社でないと見込まれる

場合には、規程第６０３条第１項第６号

の規定による規程第６０１条第１項第９

号ｂに規定する期間における企業の継続

性及び収益性に関する見込み並びに当該

期間内に規程第６０３条第１項第６号の

規定による規程第６０１条第１項第９号

ｂに規定する当取引所が定める基準に適

合するよう努める旨について記載した書

面（当該新規上場申請者が、規程第６０

３条第１項第６号の規定による規程第６

０１条第１項第９号ｂに規定する当取引

所が定める基準に適合する見込みがある

場合を除く。）

（ｆ） 規程第２１５条第１号又は第３号

の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同条第１号に定める存続会社の親会

社又は同条第３号に定める当該他の会社

の親会社であり、かつ、同条第１号又は

同条第３号に規定する上場会社が規程第

６０３条第１項第６号の規定による規程

第６０１条第１項第９号ｂに規定する実

質的な存続会社でないと見込まれる場合

には、規程第６０３条第１項第６号の規

定による規程第６０１条第１項第９号ｂ

に規定する期間における企業の継続性及

び収益性に関する見込み並びに当該期間

内に規程第６０３条第１項第６号の規定

による規程第６０１条第１項第９号ｂに

規定する当取引所が定める基準に適合す

るよう努める旨について記載した書面

（当該新規上場申請者が、規程第６０３

条第１項第６号の規定による規程第６０

１条第１項第９号ｂに規定する当取引所

が定める基準に適合する見込みがある場

合を除く。）
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ｂ （略） ｂ （略）

（２） （略） （２） （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２２９条の４ 規程第２１６条の２第３項に規

定する施行規則で定める書類とは、次の各号に

掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号

に定める書類をいう。

第２２９条の４ 規程第２１６条の２第３項に規

定する施行規則で定める書類とは、次の各号に

掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号

に定める書類をいう。

（１） 規程第２１６条の９第１号、第３号又

は第５号に該当する新規上場申請者

（１） 規程第２１６条の９第１号、第３号又

は第５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社 ａ 内国会社

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略）

（ｆ） 規程第２１６条の９第１号又は第

３号の規定の適用を受ける新規上場申請

者が、同条第１号に定める存続会社の親

会社若しくは同条第３号に定める当該他

の会社の親会社である場合又は同号に規

定する上場会社を完全子会社とする場合

（新規上場申請者が外国会社である場合

に限る。）であって、かつ、同条第１号

又は同条第３号に規定する上場会社が規

程第６０４条の２第１項第３号又は規程

第６０４条の４第１項第２号の規定によ

る規程第６０１条第１項第９号ｂに規定

する実質的な存続会社でないと見込まれ

る場合には、規程第６０４条の２第１項

第３号又は規程第６０４条の４第１項第

２号の規定による規程第６０１条第１項

第９号ｂに規定する期間における企業の

継続性及び収益性に関する見込み並びに

当該期間内に規程第６０４条の２第１項

第３号又は規程第６０４条の４第１項第

２号の規定による規程第６０１条第１項

第９号ｂに規定する当取引所が定める基

準に適合するよう努める旨について記載

（ｆ） 規程第２１６条の９第１号又は第

３号の規定の適用を受ける新規上場申請

者が、同条第１号に定める存続会社の親

会社又は同条第３号に定める当該他の会

社の親会社であり、かつ、同条第１号又

は同条第３号に規定する上場会社が規程

第６０４条の２第１項第３号又は規程第

６０４条の４第１項第２号の規定による

規程第６０１条第１項第９号ｂに規定す

る実質的な存続会社でないと見込まれる

場合には、規程第６０４条の２第１項第

３号又は規程第６０４条の４第１項第２

号の規定による規程第６０１条第１項第

９号ｂに規定する期間における企業の継

続性及び収益性に関する見込み並びに当

該期間内に規程第６０４条の２第１項第

３号又は規程第６０４条の４第１項第２

号の規定による規程第６０１条第１項第

９号ｂに規定する当取引所が定める基準

に適合するよう努める旨について記載し

た書面（当該新規上場申請者が、規程第

６０４条の２第１項第３号又は規程第６

０４条の４第１項第２号の規定による規
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した書面（当該新規上場申請者が、規程

第６０４条の２第１項第３号又は規程第

６０４条の４第１項第２号の規定による

規程第６０１条第１項第９号ｂに規定す

る当取引所が定める基準に適合する見込

みがある場合を除く。）

程第６０１条第１項第９号ｂに規定する

当取引所が定める基準に適合する見込み

がある場合を除く。）

ｂ （略） ｂ （略）

（２） （略） （２） （略）

（指定替えの要件及び時期） （指定替えの要件及び時期）

第３１１条 （略） 第３１１条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当

する場合の指定替えの時期は次の各号に定める

ところによる。

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当

する場合の指定替えの時期は次の各号に定める

ところによる。

（１） 債務超過の取扱い （１） 債務超過の取扱い

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 規程第３１１条第１項第５号ただし書に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、審査対象事業年

度に係る決算（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社である場合には連結会計年

度、連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合には事業年度に係る決算とする。）の

内容を規程第４０４条の定めるところによ

り開示するまでの間において、再建計画（規

程第３１１条第１項第５号ただし書に定め

る１年以内に債務超過の状態でなくなるた

めの経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に

定める書面に基づき行うものとする。

（ａ） 次のイからハまでに掲げる場合の

区分に従い、当該イからハまでに定める

書面

ｃ 規程第３１１条第１項第５号ただし書に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、審査対象事業年

度に係る決算（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社である場合には連結会計年

度、連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合には事業年度に係る決算とする。）の

内容を規程第４０４条の定めるところによ

り開示するまでの間において、再建計画（規

程第３１１条第１項第５号ただし書に定め

る１年以内に債務超過の状態でなくなるた

めの経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に

定める書面に基づき行うものとする。

（ａ） 次のイからハまでに掲げる場合の

区分に従い、当該イからハまでに定める

書面
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イ （略）

ロ 産業競争力強化法（平成２５年法律

第９８号。以下「産競法」という。）

第２条第１６項に規定する特定認証紛

争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第

５２条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）を

行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面

ハ （略）

イ （略）

ロ 産活法第２条第２５項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産活法第４９条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面

ハ （略）

（ｂ） （略） （ｂ） （略）

ｄ （略） ｄ （略）

２ （略） ２ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条 （略） 第６０１条 （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 規程第６０１条第１項第５号ただし書

に規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日

の属する連結会計年度（上場会社が連結財務

諸表を作成すべき会社でない場合には事業年

度）に係る決算の内容を規程第４０４条の定

めるところにより開示するまでの間におい

て、再建計画（規程第６０１条第１項第５号

ただし書に定める１年以内に債務超過の状態

でなくなるための計画を含む。）を公表して

いる上場会社を対象とし、上場会社が提出す

る当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める

（４） 規程第６０１条第１項第５号ただし書

に規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日

の属する連結会計年度（上場会社が連結財務

諸表を作成すべき会社でない場合には事業年

度）に係る決算の内容を規程第４０４条の定

めるところにより開示するまでの間におい

て、再建計画（規程第６０１条第１項第５号

ただし書に定める１年以内に債務超過の状態

でなくなるための計画を含む。）を公表して

いる上場会社を対象とし、上場会社が提出す

る当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める



14

書類に基づき行う。 書類に基づき行う。

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに規定

する書面

（ａ） （略）

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに規定

する書面

（ａ） （略）   

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

競法第５２条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがっ

て成立したものであることを証する書面

（ｂ） 産活法第２条第２５項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

活法第４９条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがっ

て成立したものであることを証する書面

（ｃ） （略） （ｃ） （略）

ｂ （略） ｂ （略）

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）

５～７ （略） ５～７ （略）

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適

当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適

当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 規程第６０１条第１項第９号ｂに規定

する審査対象である非上場会社として施行規

則で定める者とは、次のａからｄまでに掲げ

る場合における非上場会社をいう。

ａ 非上場会社又は非上場会社の子会社と合

併する場合（当該非上場会社が規程第２０

８条第１号の規定の適用を受ける場合に限

る。）

ｂ 非上場会社若しくは非上場会社の子会社

の完全子会社となる場合又はこれに準ずる

状態となる場合（当該非上場会社が規程第

２０８条第３号の規定の適用を受ける場合

に限る。）（ｃに掲げる場合を除く。）

ｃ 他の会社の完全子会社となる場合（非上

場会社と共同で株式移転を行う場合（これ

（４） 規程第６０１条第１項第９号ｂに規定

する審査対象である非上場会社として施行規

則で定める者は、非上場会社若しくは非上場

会社の子会社と合併する場合における当該非

上場会社（当該非上場会社が規程第２０８条

第１号の規定の適用を受ける場合に限る。）、

非上場会社若しくは非上場会社の子会社の完

全子会社となる場合若しくはこれに準ずる状

態となる場合における当該非上場会社（当該

非上場会社が同条第３号の規定の適用を受け

る場合に限る。）又は非上場会社と会社分割

を行う場合における当該非上場会社（当該非

上場会社が同条第５号の規定の適用を受ける

場合に限る。）をいう。
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と同等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合を含む。）に限る。）又はこれ

に準ずる状態になる場合（当該他の会社が

規程第２０８条第３号の規定の適用を受け

る場合に限る。）

ｄ 非上場会社と会社分割を行う場合（当該

非上場会社が規程第２０８条第５号の規定

の適用を受ける場合に限る。）

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略）

９～１５ （略） ９～１５ （略）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券の取扱い）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券の取扱い）

第７１９条 （略） 第７１９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 規程第７０７条第３項の規定の適用を受ける

上場会社が発行する株券については、次の各号

のとおり取り扱うものとする。

３ 規程第７０７条第３項の規定の適用を受ける

上場会社が発行する株券については、次の各号

のとおり取り扱うものとする。

（１） 第３１１条第５項第１号の規定は、規

程第７０７条第３項の規定の適用を受ける上

場会社が発行する株券について準用する。こ

の場合において、第３１１条第５項第１号ｃ

の規定の適用については、次のとおりとする。

ｃ 規程第７０７条第３項において読み替え

て適用する規程第３１１条第１項第５号に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、次の（ａ）及び

（ｂ）に定めるところによる。

（ａ） （略）

（ｂ） 規程第７０７条第３項において読

み替えて適用する規程第３１１条第１項

第５号ただし書に規定する当取引所が適

当と認める場合に適合するかどうかの審

査は、審査対象事業年度に係る決算（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

である場合には連結会計年度、連結財務

（１） 第３１１条第５項第１号の規定は、規

程第７０７条第３項の規定の適用を受ける上

場会社が発行する株券について準用する。こ

の場合において、第３１１条第５項第１号ｃ

の規定の適用については、次のとおりとする。

ｃ 規程第７０７条第３項において読み替え

て適用する規程第３１１条第１項第５号に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、次の（ａ）及び

（ｂ）に定めるところによる。

（ａ） （略）

（ｂ） 規程第７０７条第３項において読

み替えて適用する規程第３１１条第１項

第５号ただし書に規定する当取引所が適

当と認める場合に適合するかどうかの審

査は、審査対象事業年度に係る決算（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

である場合には連結会計年度、連結財務
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諸表を作成すべき会社でない場合には事

業年度に係る決算とする。）の内容を規

程第４０４条の定めるところにより開示

するまでの間において、再建計画（規程

第７０７条第３項において読み替えて適

用する規程第３１１条第１項第５号ただ

し書に規定する１年以内（ｄに掲げる事

項を行う場合にあっては、当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生支援決

定を公表した日から５年以内に開始する

事業年度の末日以前に終了するときに限

る。）に債務超過の状態でなくなるため

の経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する

当該再建計画並びに次のイ及びロに定め

る書面に基づき行うものとする。

イ 次の（イ）から（ニ）までに掲げる

場合の区分に従い、当該（イ）から（ニ）

までに定める書面

（イ） （略）

（ロ） 産競法第２条第１６項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面

（ハ）・（ニ） （略）

ロ （略）

諸表を作成すべき会社でない場合には事

業年度に係る決算とする。）の内容を規

程第４０４条の定めるところにより開示

するまでの間において、再建計画（規程

第７０７条第３項において読み替えて適

用する規程第３１１条第１項第５号ただ

し書に規定する１年以内（ｄに掲げる事

項を行う場合にあっては、当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生支援決

定を公表した日から５年以内に開始する

事業年度の末日以前に終了するときに限

る。）に債務超過の状態でなくなるため

の経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する

当該再建計画並びに次のイ及びロに定め

る書面に基づき行うものとする。

イ 次の（イ）から（ニ）までに掲げる

場合の区分に従い、当該（イ）から（ニ）

までに定める書面

（イ） （略）

（ロ） 産活法第２条第２５項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産活法第４９条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを証

する書面

（ハ）・（ニ） （略）

ロ （略）

（２） （略） （２） （略）

４ 第６０１条第４項（第６０３条第３項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定は、規程第７０７条第４項又は第

５項の規定の適用を受ける上場会社が発行する

４ 第６０１条第４項（第６０３条第３項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定は、規程第７０７条第４項又は第

５項の規定の適用を受ける上場会社が発行する
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株券について準用する。この場合において、第

６０１条第４項第４号の規定の適用について

は、次のとおりとする。

（４） 規程第７０７条第４項又は第５項にお

いて読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号又は規程第６０３条第１項第３号に

規定する当取引所が適当と認める場合に適合

するかどうかの審査は、次のａ及びｂに定め

るところによる。

ａ （略）

ｂ 規程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号ただし書又は規程第６０３条第１

項第３号ただし書に規定する当取引所が適

当と認める場合に適合するかどうかの審査

は、猶予期間の最終日の属する連結会計年

度（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合には事業年度）に係る決算

の内容を規程第４０４条の定めるところに

より開示するまでの間において、再建計画

（規程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号ただし書又は規程第６０３条第１

項第３号ただし書に規定する１年以内（ｄ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当該

期間が地域経済活性化支援機構による再生

支援決定を公表した日から５年以内に開始

する事業年度の末日以前に終了するときに

限る。）に債務超過の状態でなくなるため

の経営計画を含む。）を公表している上場

会社を対象とし、上場会社が提出する当該

再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定

める書面に基づき行う。

（ａ） 次のイからニまでに掲げる場合の

区分に従い、当該イからニまでに定める

書面

株券について準用する。この場合において、第

６０１条第４項第４号の規定の適用について

は、次のとおりとする。

（４） 規程第７０７条第４項又は第５項にお

いて読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号又は規程第６０３条第１項第３号に

規定する当取引所が適当と認める場合に適合

するかどうかの審査は、次のａ及びｂに定め

るところによる。

ａ （略）

ｂ 規程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号ただし書又は規程第６０３条第１

項第３号ただし書に規定する当取引所が適

当と認める場合に適合するかどうかの審査

は、猶予期間の最終日の属する連結会計年

度（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合には事業年度）に係る決算

の内容を規程第４０４条の定めるところに

より開示するまでの間において、再建計画

（規程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条第１

項第５号ただし書又は規程第６０３条第１

項第３号ただし書に規定する１年以内（ｄ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当該

期間が地域経済活性化支援機構による再生

支援決定を公表した日から５年以内に開始

する事業年度の末日以前に終了するときに

限る。）に債務超過の状態でなくなるため

の経営計画を含む。）を公表している上場

会社を対象とし、上場会社が提出する当該

再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定

める書面に基づき行う。

（ａ） 次のイからニまでに掲げる場合の

区分に従い、当該イからニまでに定める

書面



18

イ （略）

ロ 産競法第２条第１６項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産競法第５２条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面

ハ・ニ（略）

    （ｂ） （略）

イ （略）

ロ 産活法第２条第２５項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産活法第４９条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。）を行う場合

  当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面

    ハ・ニ （略）

    （ｂ） （略）

５ （略） ５ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年３月３１日から施

行する。


